
人形浄瑠璃
にんぎ ょ う じ ょ う る り

を体験してみませんか？ 
 

  文化庁「文化芸術による子供の育成事業」 

－巡回公演－ 
 

平成３０年度は、神奈川県・静岡県・岐阜県・長野県・愛知県の 
小学校・中学校で｢人形浄瑠璃｣体験学習をお楽しみいただけます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 人形浄瑠璃は、江戸時代以降、歌舞伎ととともに人気を集めた伝統演劇です。17 世紀の初め、人

形操り･浄瑠璃・三味線が結びついて成立し、元禄時代（17 世紀末）に近松門左衛門（浄瑠璃作

者）や竹本義太夫（義太夫節を考案した太夫）が出て大きく発展しました。18 世紀前半には人形の

三人遣いが考案され、人間を超えた美しい動きが表現できるようになりました。 
淡路人形浄瑠璃は５００年の伝統をもち、最盛期の 18 世紀前半には４０座をこえる人形座が各

地を巡業し、全国に人形浄瑠璃を伝えました。文楽の始祖植村文楽軒も淡路出身でした。 
淡路人形座は、淡路人形浄瑠璃の伝統を受け継ぐ唯一の座で、南あわじ市福良にある専用劇場で

定時公演をしながら、地方公演や海外公演、学校での指導などを積極的に行っています。 

 
 



「文化芸術による子供の育成事業 －巡回公演－」とは 
小学校・中学校等において、一流の文化芸術団体による実演芸術の巡回公演を行い，子供たちに

質の高い文化芸術を鑑賞・体験する機会を確保し、子供たちの豊かな創造力・想像力や，思考力，

コミュニケーション能力などを養い、優れた文化芸術の創造に資することを目的とする事業です。 

 

巡回公演では、こんな体験をしていただきます 
ワークショップ  ６～７月に２時間程度 

本公演に先だってワークショップ（体験授業）を行い、代表の児童・生徒に人形遣いと浄瑠璃 

の指導をします。本公演では、淡路人形座座員といっしょに舞台に出演をします。 

≪人形遣い≫ おめでたい「戎舞
えびすまい

」という演目で、戎様にお酒を注ぐ人形の練習をします。 

三人遣いの人形３体（９人）を児童・生徒に練習していただきます。 

≪浄瑠璃≫  「生写朝顔日記 大井川の段」という演目で、浄瑠璃を語る練習をします。 
小・中学校とも２０人から３０人の児童・生徒に参加いただきます。 

 

本 公 演       9～10 月頃に実施 ４限目にリハーサル、５・６限目に公演 
 

①「朝顔日記 大井川の段」   10 分 ワークショップで練習をした児童・生徒に浄瑠璃を語ってい

ただきます。 

 

② －人形浄瑠璃って何だろう－  ３５分 人形・浄瑠璃・三味線について、わかりやすく解説します。 
ワークショップに参加していない児童・生徒３人に人形遣い

を体験していただきます。   
 

③「戎 舞」                 13 分 ワークショップで練習をした児童・生徒に人形を遣っていた

だきます。 

休   憩                10 分 
 

④「本朝廿四孝
ほんちょうにじゅうしこう

 奥庭狐火の段」25 分 最後に淡路人形座による華やかな演目をご覧いただきます。 

 
◎ワークショップの様子 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◎本番前の舞台づくり、リハーサルの様子 

 

 

◎人形浄瑠璃実演鑑賞 

「生写朝顔日記 大井川の段」児童・生徒との共演         人形遣いの体験 

 

「えびす舞」  児童・生徒との共演       「本朝廿四孝 奥庭狐火の段」 

 

 

 

 

 



            淡 路 人 形 座 

〒656－0501 兵庫県南あわじ市福良甲１５２８－１地先 

TEL ０７９９－５２－０２６０ 

FAX ０７９９－５２－３０７２ 

e-mail awaji-pt@minos.ocn.ne.jp 

 

＜事業の申請にあたって＞ 
 

本事業は文化庁の助成による事業です。経費負担は下記の通りです。 

（下記は一般的な要項です。淡路人形座は体育館で実施しますので光熱費程度のご負担となります） 

 

文化庁負担経費 地元主催者負担経費 

・公演団体の公演に直接係る経費 

（出演料、公演料等） 

・公演団体の巡回公演に係る旅費及び運搬費 

・児童・生徒が実施会場に移動する場合の経費 

 （バス借上料、公共交通機関運賃等） 

・学校の施設設備の使用及び条件整備に係る経費 

 （光熱水料、ピアノ移動・調律費、暗幕設置経 

費等） 

・文化施設を利用する場合の経費（会場借上料 

（付帯設備等を含みます）） 

・諸雑費（お茶代等） 

 

参加者は開催校の児童・生徒、教職員、保護者等を対象としています。児童・生徒は原則全員参加してくだ

さい。（※入場料は無料です。） 

 

 

◎申請について 

学校から市町村の教育委員会・県・政令指定都市を通じて JTB コミュニケーションズへ提出します。 

 

 

＜貴校を訪問させていただく日をお待ちしております＞ 
 

※応募締切につきましては、市町村の教育委員会にお問合せ下さい。 

事業の概要・詳細については下記ホームページをご参照ください。 

 

ＪＴＢコミュニケーションズホームページ 

http://www.kodomogeijutsu.com/index.html 

 
 

 

お問合せ先 


